
 

1 

地域子育て支援拠点事業業務委託仕様書 

 

１ 件名 

地域子育て支援拠点事業業務委託 

 

２ 目的 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、

助言その他の援助を行う地域子育て支援拠点事業の実施により、身近な地域の子育て支援機能の充

実を図ることを目的とする。 

 

３ 事業実施地域 

地域子育て支援拠点がない校区とする。（別紙「地域子育て支援拠点事業実施施設」参照） 

 

４ 業務内容 

  乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、

助言その他の援助を行う。 

（１）実施体制 

ア 原則として、週５日、かつ１日５時間以上開設すること。 

イ 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を

２名以上（１名以上は常勤）配置すること。 

ウ 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えない

ような設備を有すること。 

（２）実施内容 

   児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事

業として、国の定める「重層的支援体制整備事業実施要綱」の別記２の４「地域子育て支援拠点

事業実施要領」で定める一般型として以下の事業を実施すること。 

ア 基本事業：以下の①～④についてはすべて実施すること。 

① 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

② 子育て等に関する相談・援助 

③ 地域の子育て関連情報の提供 

④ 子育て及び子育て支援に関する講習等（月１回以上） 

イ 地域支援：以下の①～④について、地域の実情に応じて、いずれかの取組を実施すること。 

① 高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組 

② 地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援 

する取組 

③ 地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働による地域団体の活性 

化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組 

④ 地域子育て支援拠点事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を 

行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組 
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（３）実施場所 

 ア 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院当の医療施設などの子

育て親子が集う場として適した場所で実施すること。 

  イ 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。 

 ウ 概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。 

（４）留意事項 

ア 事業に従事する者（学生等ボランティアを含む。）は、子育て親子への対応に十分配慮する

とともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはな

らない。  

イ 事業に従事する者は、事業に従事するにあたって、「子育て支援員研修事業の実施につい

て」（平成２７年５月２１日付雇児発０５２１第１８号）の別紙「子育て支援員研修事業実施

要綱」（以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。）別表１に定める基本研修及び別表

２－２の３に定める子育て支援員専門研修（地域 子育て支援コース）の「地域子育て支援拠

点事業」に規定する内容の研修を修了していることが望ましい。 

ウ 事業に従事する者を子育て支援員研修実施要綱別表３及び別表４に定めるフォローアップ研

修及び現任研修その他各種研修会やセミナー等へ積極的に参加させ、事業に従事する者の資質、

技能等の向上を図ること。 

エ 近隣地域の拠点施設は、互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うよう努めるとともに、

保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員（主任児童委員）、医療機関等と連携を

密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めること。  

オ 重層的支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、本事業の活動や支援を通じて、事業の参加者等か

ら生活課題を受け止めた場合は、専門的な支援が必要なものは適切な支援機関につなぎ、つな

ぎ先が明確ではない複雑化・複合化した課題を受け止めた場合は多機関協働事業者につなぐ等

の必要な支援を行うこと。 

（５）利用料 

   利用料は原則として無料とする。ただし、イベントや講習会等の実施に係る材料費等の実費相

当額で、個人の利用に係る少額の経費に限り、利用者から徴収することができる。 

（６）委託料の使途 

ア 運営経費  

人件費、旅費、研修費、消耗品費、備品購入費、印刷製本費、水道光熱費、通信運搬費、事

業保険料、賃借料などとする。 

    休所等により、契約を履行できないと認められた場合は、一部又は全部の返還を求める場合

がある。 

  イ 開設準備経費 

    消耗品費、備品購入費、印刷製本費、開設までの賃借料、改修費などとする。 

    改修費は、乳幼児を連れて利用しやすい設備への改修工事とする。 
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５ 提出書類 

本業務の着手及び完了に当たって、下記の書類を提出しなければならない。 

（１）業務委託着手届  

（２）業務委託完了届 

（３）請求書 

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けなければならない。 

 

６ 打合せ 

受注者は、常に発注者と緊密な連絡をとり、進捗状況の報告、スケジュール等の調整、課題や問

題点の解決等について、十分な打合せを行うとともに、作業の途中において報告を求められたとき

は、直ちに報告を行わなければならない。 

 

７ 責任者の配置 

受注者は、責任者を配置することとし、責任者は、業務の適正な管理を行わなければならない。 

 

８ 費用の負担 

本業務の執行等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者

の負担とする。 

 

９ 疑義の解釈 

本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合、又は本基本仕様書に定めない事項について

は、発注者と受注者の協議の上、これを定める。 

 

１０ 再委託 

受託者は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。ただし、全体としての委託業務の遂行に支障が生じ

ない範囲で、本市に事前の書面による了承を得た上で、本業務の一部を再委託することができる。 

 

１１ その他注意事項  

(１) 事業の実施に当たり、必要に応じて利用者及び職員等を対象とした傷害保険及び賠償責任保

険に加入すること。  

(２) 受注者は、委託により知り得た事項及び個人情報について、厳にその秘密を守り、他に漏ら

さないこと。 

(３) 本市は、受託者の債務不履行、不正な行為又は解除の申出があったときは、契約を解除する

ことができる。なお、契約解除に伴う損害に対する補償は、本市と受託者により決定するもの

とする。 

(４) 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守するとともに、従事労働者に係る適正

な雇用条件の確保に努めること。 

  ア 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当たっては、就

労の実態を踏まえ、完全週休２日制の導入や１日の労働時間を縮減する等、法定労働時間の週

４０時間（特例措置の適用を受ける事業にあっては、週４４時間）を遵守すること。 
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また、時間外、休日及び深夜（午後１０時から翌日の午前５時まで）に、労働させた場合

においては、同法に定める率の割増賃金を支払うこと。 

イ 雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対し

て、最低１０日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者についても、

所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること。 

ウ 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交付す

ること。 

エ 賃金は毎月１回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅延等

の事態が起こらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金法の定めるところに

より最低賃金額以上の額を支払うこと。 

オ 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法令に従い

加入すること。 

なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、国民健康保険及び

国民年金に加入するよう指導すること。 

カ 上記に定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守すること。 
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別紙 

 


